
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●｢ＪＪ(ダブルジェイ)認定制度｣とは 

情報セキュリティ対策に関する従業員教育において、教育効果の測定ツールとして、

コンピュータサービス技能評価試験における｢情報セキュリティ部門｣の受験を活用し、

その合格者が所定割合を満たすとともに、継続した教育のフォローアップを行う企業などを、

優良者として認定する制度です。 

 

●認定区分は｢３グレード｣ 

 (注)経営幹部の方に、自主的に情報セキュリティ対策が必要なライン(係)を決定していただきます。

 

認定区分 認定基準 

Ａ 

(シングルエー) 

情報セキュリティ対策が必要なライン(係)を所掌する 

ライン長全員と、ライン長未満のスタッフ総数の｢６０％以上｣が、

合格者である場合 

ＡＡ 

(ダブルエー) 

｢認定区分Ａ｣に加え、該当するライン長を所掌する 

課長職及び部長職相当者の総数の｢６０％以上｣が、 

合格者である場合 

ＡＡＡ 

(トリプルエー) 

｢認定区分Ａ｣及び｢認定区分ＡＡ｣に加え、 

経営幹部相当者の｢１名以上｣が、 

合格者である場合 

 

●詳しくはホームページから   情報セキュリティ部門  

http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/sinsa_comp/comp.html 

●問い合わせ先 

能力開発支援部  試験業務課  担当／山口・戸田  

ＴＥＬ：０３－６７５８－２８４０  

検 索

優良企業などを認定する 

｢ＪＪ(ダブルジェイ)認定制度｣ 

をスタートします！！！ 



 

 
●ワープロ部門 
●表計算部門 
●データベース部門 
●オフィスドキュメント部門 

コンピュータサービス技能評価試験 
｢ＪＪ認定制度｣に係る対象部門 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の適正活用 

パソコンの基盤活用 

アプリケーション・ソフトの 

機能活用 

●ＰＣドライビング部門 

●情報セキュリティ部門

｢Ｊ Ｊ 認 定 制 度 ｣ の 対 象 部 門 



 

コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験  

｢Ｊ Ｊ 認 定 制 度 ｣と は  

 

 

 

      

   中   央   協   会   

 

 

 

 

                                             
｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 士 ｣の 資 格 更 新 制 度 を 前 提 と   
し 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 係 る 従 業 員 教 育 に お い  

て 、 教 育 効 果 の 測 定 ツ ー ル と し て ｢情 報 セ キ ュ リ テ  

ィ 技 士 ｣の 取 得 を 採 用 し 、 そ の 取 得 者 数 が 所 定 基 準  

を 満 た す と と も に 、 継 続 し た 教 育 の フ ォ ロ ー ア ッ プ  

を 行 う 企 業 等 を 、 優 良 者 と し て 認 定 す る 制 度       

 

 

  

優 良 者 と し て 認 定  

                                                                              ↓  

 

    雇   用  
    企    業    等  

   

 

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 士  

             
            (３ 年 度 更 新 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

受   講  

                   ↓  

 

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 従 業 員 教 育 に  

お い て  

  → 教 育 効 果 の 測 定 ツ ー ル と し て  

    ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 士 ｣の 取 得 を  

    採 用  

  → ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 士 ｣の 取 得 者 数  

    が 所 定 基 準 以 上  

  → 継 続 し た 教 育 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 実 施  

 

 

 

  

  Ｃ Ｓ  認  定  施  設  
          

(資 格 更 新 セ ミ ナ ー 開 催 ) 

 

 

             (２ 年 度 更 新 ) 

 

｢Ｊ Ｊ 認 定 制 度 ｣と は  

→



 

コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験  

｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 士 ｣の 資 格 更 新 制 度 に つ い て  

 

 

 

 

             ＜ 資 格 の 更 新 時 期 ＞                          ＜ ｢資 格 更 新 セ ミ ナ ー ｣の 実 施 施 設 ＞  

｢取 得 年 度 ｣又 は ｢更 新 年 度 ｣の 翌 年 度 を 起 算 年 度  

と し 、 ３ 年 度 目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ｃ Ｓ 認 定 施 設  

 

              又 は   都 道 府 県 協 会 ・ 中 央 協 会  

  

          ＜ 資 格 の 更 新 方 法 ＞  

｢資 格 更 新 セ ミ ナ ー ｣の 受 講  

 

                          ＜ ｢資 格 更 新 セ ミ ナ ー ｣の 概 要 ＞  

 

【 開 催 時 期 】                     【 主 な カ リ キ ュ ラ ム 】  

    実 施 施 設 に お い て 随 時             ・ ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 ｣関 連 の 最 新 情 報 に つ い て  

【 受 講 料 】                           ・ 自 社 に お け る ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 ｣分 析 に つ い て  

    ８ ， ４ ０ ０ 円                       (分 析 ツ ー ル 使 用 に よ る 演 習 ) 

【 講 義 時 間 】                         ・ ｢公 認 問 題 集 ｣を ベ ー ス と し た 関 連 知 識 の 確 認 に つ い て  

    概 ね ３ 時 間                   【 修 了 時 の 交 付 物 】  

                                    携 帯 修 了 証 (カ ー ド タ イ プ ) 

 



 

 

コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験  

｢Ｊ Ｊ 認 定 制 度 ｣の 認 定 基 準 に つ い て  

 

 

 

＜申 請 企 業 等 の要 件 ＞  

   
● 企 業 規 模 ・ 業 種 は 一 切 不 問  
● １ 事 業 所 又 は １ 施 設 ご と で 、 １ 申 請  

  (１ ０ ０ 名 以 上 の 企 業 等 で は 、 該 当 セ ク シ ョ ン ご と の 申 請 可 ) 
● ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 必 要 ラ イ ン ｣の 内 部 指 定  

  → 経 営 幹 部 が 決 定 し た も の  

  → 当 該 企 業 等 の 総 ラ イ ン 数 の ６ ０ ％ 以 上  

    (業 務 大 別 ｢総 務 ｣｢経 理 ｣｢業 務 ｣の う ち 、 ２ つ 以 上 の 含 有 必 須 ) 
● 総 従 業 員 数 が ｢２ ９ 名 以 下 ｣で 、 か つ 、 ラ イ ン 体 制 を 取 っ て い な い 企 業 等 に あ っ て は 、  

  ｢１ ラ イ ン の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 必 要 ラ イ ン ｣と み な す  

 

 

＜｢ＪＪ認 定 施 設 ｣としての認 定 基 準 ＞  

   
認  定  区  分  認       定       基       準  

      Ａ  

(シ ン グ ル エ ー ) 
｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 必 要 ラ イ ン ｣に お い て 、  

ラ イ ン 長 全 員 と 、 ラ イ ン 長 未 満 の ス タ ッ フ 総 数 の ｢６ ０ ％ ｣以 上 が 、 ｢技 士 ｣を 取 得 し て い る 場 合  
     Ａ Ａ  

 (ダ ブ ル エ ー ) 
｢認 定 区 分 Ａ ｣に 加 え 、 ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 必 要 ラ イ ン ｣を 所 掌 す る  

課 長 職 及 び 部 長 職 相 当 者 の 総 数 の ｢６ ０ ％ ｣以 上 が 、 ｢技 士 ｣を 取 得 し て い る 場 合  
    Ａ Ａ Ａ  

(ト リ プ ル エ ー ) 
｢認 定 区 分 Ａ ｣及 び ｢認 定 区 分 Ａ Ａ ｣に 加 え 、 ｢情 報 セ キ ュ リ テ ィ 必 要 ラ イ ン ｣を 所 掌 す る  

経 営 幹 部 相 当 者 の １ 名 以 上 が 、 ｢技 士 ｣を 取 得 し て い る 場 合  

 

 

＜認 定 の更 新 時 期 ＞  
 

｢取 得 年 度 ｣又 は ｢更 新 年 度 ｣の 翌 年 度 を 起 算 年 度 と し 、 ２ 年 度 目  
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